別添３　輸入水産食品を用いる場合の手続き
１
日本の輸入者による検証
　　　日本の輸入者は次の（１）又は（２）のいずれかの検証活動を行うこと。
(１)米国ＦＤＡと日本の輸入者が原材料として輸入する水産食品の輸出国とで、次のア～エに関する覚書もしくは同様の合意に達している国から輸入すること
ア　米国と同等又は米国の検査システムに従って検査していること
イ　検査対象が米国と同じであること
ウ　合意した当事国間の現在の状況を正確に反映していること
エ　検査システムは機能しており、規定されたとおりに施行されていること
(２)日本へ輸入する水産食品は、製品の規格を設定し、本要綱の別添１及び別添２の要件に従って加工されたものであることを保証するため、次のいずれかの文書による確認手順を作成し、実施すること。
ア　輸入しようとしている特定のロットの魚介類及びその加工品について、本要綱で求められているＨＡＣＣＰ及び別添２の３（２）の規定に基づく衛生管理モニタリングの記録を輸出国の加工者から入手する。
イ　外国政府の食品衛生監視担当部局又は法的能力のある第３者機関から、輸入した水産食品が本要綱の別添１及び別添２の要件に従って加工されたものであることを連続的に、又はロット毎に保証する証明書を入手する。
ウ　輸入した水産食品は本要綱の要件に従って加工されたものであることを保証するため、外国の加工施設を定期的に検査する。
エ　外国加工者のＨＡＣＣＰプラン及び輸入した水産食品は本要綱の別添１及び別添２の要件に従って加工されたものである旨の外国加工者からの文書による保証書（いずれも英文）のコピーを入手する。
オ　輸入した水産食品を定期的に検査するとともに、輸入した水産食品は本要綱の別添１及び別添２の要件に従って加工されたものである旨の外国加工者からの文書による保証書（英文）のコピーを入手する。
カ　本要綱に規定された要件を満たしていることを同等のレベルで保証するその他の適切な検証手順
２
法的能力のある第３者機関
日本の輸入者は、上記１の（２）に規定された検証活動の全部若しくは一部を行わせるため、又は自ら行う際の援助を得るために法的能力のある第３者機関を雇うことができる。
３
記録
日本の輸入者は、（２）に規定された確認手段の実施に関する記録文書を保管すること。これらの記録は別添２の１の（６）に規定された記録の要件に適合していること。
４
適合の決定
米国向けに加工される水産食品の原材料として輸入されるすべての水産食品には、本要綱に従った条件のもとで加工された旨の証明が存在すること。もし、輸入された水産食品が本要綱別添1及び別添２に基づき、米国内の加工者が求められている要件と同等の条件のもとで加工された旨の証明がなければ、当該製品は粗悪品と見なされ、米国への輸出が認められない。
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